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と
な
り
ま
す
。

○
収
集
・
運
搬
契
約

　
廃
棄
物
処
理
法
（
第
12
条
第
1

項
）
に
よ
り
、
農
家
の
み
な
さ
ま

と
運
搬
事
業
者
と
の
契
約
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ	

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

　
農
地
を
遊
休
化
し
荒
廃
さ
せ
る
と
、

年
数
を
経
る
ご
と
に
農
地
性
を
失

い
、
復
旧
さ
せ
る
た
め
に
は
、
多
大
な

投
資
と
労
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
高
齢
や
勤
め
等
の
理
由
で
耕
作
が

で
き
な
い
方
は
、
農
業
経
営
規
模
を

拡
大
し
た
い
方
に
貸
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
農
地
の
保
全
と
有
効
利
用
が
図

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
農
地
を
貸
す
人
、
借

り
る
人
が
合
意
の
う
え
、
農
用
地
利

用
集
積
計
画
申
出
書
を
作
成
し
、
農

業
委
員
会
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
法

的
に
貸
し
借
り
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
貸
借
の
契
約
期
間
は
３
年
、
６
年
、

10
年
を
原
則
と
し
、
契
約
期
間
が
満

了
す
る
と
、
自
動
的
に
貸
借
権
が
消

滅
し
ま
す
。
ま
た
、
貸
借
期
間
中
で

も
当
事
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
い
つ

で
も
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
使
わ
な
く
な
っ
た
農
業
用
ビ
ニ
ー

ル
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
農
ビ
・
農

ポ
リ
）
を
回
収
し
ま
す
。

　
な
お
、
産
業
廃
棄
物
と
な
る
た

め
、
運
搬
や
処
分
は
、
事
前
契
約
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

○
受
付
日
時

　
９
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮

 

（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
。
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

 

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
受
付
場
所

　
役
場
２
階
　
第
２
会
議
室

○
料
金

　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
受
付

時
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

○
持
参
す
る
も
の

・
印
鑑
　

・
搬
出
予
定
量
の
メ
モ

 

（
農
ビ
〇
㎏
・
農
ポ
リ
〇
㎏
等
）

・
農
家
負
担
金

　
１
戸
あ
た
り
１
，
０
０
０
円

 

（
別
途
、
処
分
費
を
回
収
日
当
日
に

搬
出
量
に
応
じ
て
請
求
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
）

○
回
収
日
時

　
10
月
12
日
㈫

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

○
回
収
場
所

　
五
霞
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
敷
地
内

※
回
収
場
所
ま
で
は
、
各
自
で
搬
入

　
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

○
貸
し
手
の
メ
リ
ッ
ト

・
手
続
き
に
大
き
な
負
担
は
あ
り
ま

せ
ん
。

・
貸
し
た
農
地
は
期
限
が
く
れ
ば
必

ず
返
し
て
も
ら
え
ま
す
。

・
貸
し
借
り
を
継
続
し
た
い
と
き
は

再
度
、
設
定
が
可
能
で
す
。

○
借
り
手
の
メ
リ
ッ
ト

・
経
営
規
模
の
拡
大
と
集
積
に
よ
る

経
費
削
減
が
見
込
め
ま
す
。

・
更
新
時
期
に
は
、
農
業
委
員
を
通
し

て
継
続
の
意
思
確
認
を
行
い
ま
す
。

※
受
付
期
間

　
９
月
１
日
㈬
～
11
月
10
日
㈬

○
お
問
い
合
わ
せ	

　
産
業
課
　
農
業
委
員
会
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２

　
車
道
や
歩
道
に
落
ち
た
泥
の
か
た

ま
り
は
、
自
動
車
だ
け
で
な
く
歩
行

者
・
バ
イ
ク
・
自
転
車
・
車
い
す
な

ど
の
通
行
の
妨
げ
に
な
り
大
変
危
険

で
す
。

　
環
境
美
化
と
交
通
安
全
の
た
め
、

道
路
に
泥
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
な
お
、
道
路
を
汚
し
て

し
ま
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
泥
の

撤
去
及
び
清
掃
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ	

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
第

三
者
（
自
分
以
外
）
の
行
為
に
よ
っ
て

負
傷
し
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
場
合
で

も
、
保
険
証
を
使
っ
て
医
療
機
関
で

診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
来
は
、
そ
の
場
合
の
治
療
費
は

加
害
者
が
負
担
す
る
べ
き
も
の
で
す

の
で
、
町
が
治
療
費
を
立
て
替
え
、

加
害
者
に
そ
の
治
療
費
を
請
求
し
ま

す
。

　
第
三
者
の
行
為
で
負
傷
し
、
保
険

証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
速
や
か
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
第
三
者
行
為
と
は

・
交
通
事
故（
自
動
車・自
転
車
な
ど
）

・
自
損
事
故

・
け
ん
か

・
他
人
の
犬
に
噛
ま
れ
た
　
な
ど

○
仕
事
中
の
け
が
や
病
気
の
場
合

　
仕
事
中
の
け
が
や
病
気
に
は
、
原

則
と
し
て
労
災
保
険
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
労
働
中
の
災
害
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
保
険
証
を
使
っ
て
受

診
す
る
と
、
後
に
医
療
費
の
全
額

を
返
還
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る

農
ビ
・
農
ポ
リ
処
分
に
は

事
前
契
約
が
必
要
で
す

場
合
は
、
必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
個
人
事
業
主
な
ど
一
部
例
外
が
あ

り
ま
す
。

○
注
意
事
項

　
相
手
方
と
の
取
り
決
め
や
示
談
を

す
る
前
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

第
三
者
行
為
に
よ
る
治
療
費
で

あ
っ
て
も
、
内
容
に
よ
り
、
被
保

険
者
ご
自
身
の
負
担
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ	

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

農
地
の
適
正
利
用
が
困
難
な
方
へ

農
用
地
利
用
権
設
定
制
度
が

あ
り
ま
す

第
三
者
行
為
の
届
出
を

お
願
い
し
ま
す

道
路
に
農
地
の
泥
を
落
と
さ
な

い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う


